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営農型太陽光発電事業に係る協議の場の開催フロー

営農型太陽光発電を行いたい

地域計画の区域外

地域計画の区域内

事 前 相 談

協議の場の開催申出

書類提出
(1) 営農型太陽光発電事業に係る協議の場の開催申出書

(2) 事業計画書（事業概要、配置図等）

(3) 営農計画書

(4) 全部事項証明書（発行から３か月以内）

(5)公図（発行から３か月以内）

(6) 位置図（1/25,000程度）

(7) 隣接地状況図（1/1,000～500程度で申請地及び隣接地

の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示）

(8) 委任状（代理申請の場合のみ）

(9) 関係機関事前チェックシート

(10) その他市⾧が必要と認める書類

農地転用許可基準の

適合性の確認

地域計画の

区域内 or区域外

事業計画の見直し

開催場所及び日時等を決定

協議の場での説明資料を用意
参加者へ開催通知の送付

協議の場の開催

〇農地転用許可申請

（農業委員会へ）

〇一時転用許可申請に係る

意見書申請

（農用地の場合、農政課へ）

協議の場を取りまとめ、合意を得られた旨

を公表（参考様式第５-１号）

農地転用の適否

農地転用（一時転用）許可事業実施

不適合 適 合

不合意

合 意

農業振興地域整備計画の達成に

支障をきたさないか（見込み）

農用地区域内の場合


